
議

案

第

六

十

五

号 

 
 
 
 
 
 

指

定

管

理

者

の

指

定

に

つ

い

て 

 
 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 
 
 

令

和

三

年

九

月

九

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

指

定

管

理

者

の

指

定

に

つ

い

て 

 
 

左

記

の

と

お

り

公

の

施

設

の

管

理

を

行

わ

せ

る

者

を

指

定

す

る

。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

一 
 

公

の

施

設

の

名

称 

 
 
 
 
 
 

港

区

立

三

田

い

き

い

き

プ

ラ

ザ 

 
 
 
 
 
 

港

区

立

神

明

い

き

い

き

プ

ラ

ザ 

 
 
 
 
 
 

港

区

立

虎

ノ

門

い

き

い

き

プ

ラ

ザ 

二 
 

指

定

管

理

者

の

名

称

及

び

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地 

 
 
 
 
 

百

葉

の

会

・

ヘ

ル

ス

ケ

ア

デ

ザ

イ

ン

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

・

東

急

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ー

共

同

事

業

体 

 
 

 

静

岡

県

富

士

市

五

貫

島

百

七

十

五

番

地

医

療

法

人

財

団

百

葉

の

会

内 



三 
 

指

定

の

期

間 

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で 
 

 
 

 
 

 

（

説 
 

明

） 

 
 

三

田

い

き

い

き

プ

ラ

ザ

等

の

指

定

管

理

者

を

指

定

す

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年 

法

律

第

六

十

七

号

）

第

二

百

四

十

四

条

の

二

第

六

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 


